
「スーパーコンピューター導入手続」の一部改正について

平 成 １ ２ 年 ４ 月 ２ ５ 日

ｱｸｼｮﾝ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ実行推進委員会

第３１回アクション・プログラム実行推進委員会決定

我が国政府は、「スーパーコンピューター導入手続」（平成１１年４月２６日

第２９回アクション・プログラム実行推進委員会最終改正）を別紙のとおり一

部改正する旨決定する。



別紙

「スーパーコンピューター導入手続」の一部改正

１．「５０ＧＦＬＯＰＳ以上」を「１００ＧＦＬＯＰＳ以上」に改正する。

２．上記１．の改正は、平成１２年５月１日より実施する。
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